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鹿屋市札元 1-22-34
Tel. 0994-43-2238　Fax. 0994-43-7541

■営業時間
　月曜〜金曜／8：30〜18：00
　土  曜／8：30〜17：00
■休業日  日・祝・11月11日・18日／12月2日・9日
■ Web http://www.shinsei-p.co.jp
■ mail  kan@shinsei-p.co.jp

携帯電話からの
お申し込みは
コチラから。

スマートフォン
からのお申し込みは
コチラから。

FAX・mailは24時間受付

お気軽にお問い合わせください。
★オンデマンド印刷によるユーザーオリジナル年賀　　★一般向け／企業向け

2018年の年賀状は、年末(2017年12月22日頃)まで受け付けております。

ヒューマン印刷に徹する

年賀状年賀状
2018年 喪中はがき承ります

※文章のみの印刷も
　可能です。お気軽
　にご相談ください。

モノクロの他、
カラーのデザ
インもご用意
しております。

※喪中はがきは12月上旬までに出される
ことをお勧め致します。
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多彩な
デザインを
今年も豊富に
ご用意！

印刷承ります

128.5*190 1 /2 

保険をくるり。

AXAは8年連続世界 N0.1 の保険ブランド
※インタ ー ブランド社「BEST GLOBAL BRANDS 2016」より

アクサ生命は、商工会議所と協力し、会員事業所の各種ニーズ（弔慰金·見舞金制度、退職金制度、 門アクサ生命
リスク対策や事業承継など）を共済制度／福祉制度でサポー トしています。

AXA-A2-1610-0394/9F7 redefining/standards 
鹿児島支社　鹿屋営業所　〒893-0015 鹿屋市新川町600 鹿屋商工会議所 4F　TEL 0994-44-5870
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　去る 10 月 20 日（金）、かのや大黒グランドホテル
において、鹿屋商工会議所創立 70 周年記念式典及び
祝賀会が行われ、市内外から約 200 名の来賓、招待
者の方々が参加されました。
　式典では、山内芳一副会頭の開式の辞に始まり、
国歌斉唱、物故者に対する黙祷、坪水徳郎会頭が式
辞を述べた後、鹿屋市の商工業振興と当所の発展に
貢献された役員・議員、議員事業所・創立会員事業
所及び職員の合計 75 名が表彰されました。
　また、来賓を代表して、4 名の方よりご祝辞を戴き
ました。

　はじめに、三反園訓鹿
児島県知事（代理：商工
労 働 水 産 部 長　 酒 匂 司　
氏）が、「現在、鹿児島県
では大隅地域におきまし
て、かのやばら園などの
魅力あふれる観光資源を
活かした観光地づくりや、
スポーツ合宿の拠点施設

等を活用した合宿誘致など、広域的な観光振興に取
り組んでおり、さらに東九州自動車道、大隅縦貫道
などの整備促進や国際バルク戦略港湾である志布志
港の機能充実など、交通ネットワークの形成も進め
ているところです。
　また、本県では、全国和牛能力共進会における「鹿
児島黒牛」の総合優勝や明治維新 150 周年、ＮＨＫ
大河ドラマ「西郷どん」の放送、夏頃に見込まれる
奄美の世界自然遺産登録など、鹿児島をより元気に
するチャンスを活かすため、様々な取組を官民一体
となったオール鹿児島で推し進めているところです。
　今後とも地域社会や本県経済の発展に御尽力いた
だきますようお願いいたします。」と述べられました。

　次に、中西茂鹿屋市長
が、「創業、事業再生、事
業承継等の支援体制の高
度化を目指し、経営指導
員等による安定した中小
企業支援環境の整備、か
のや夏祭りの実施、中心
市街地の活性化や各商店

街・通り会が実施するイベント等の支援、プレミア
ム商品券の発行等による地域商業の活性化のほか、
地場産業の振興におきましては、「まるごと “ おおす
み ” アグリ・フード商談会」や青年部による「かのや
産業フェスタ」の開催、鹿屋・大隅の魅力である第 1
次産業を基軸とする農商工連携や 6 次産業化の推進
など、新たなビジネスモデルの構築へ向けた様々な
取り組みを行なっていただいております。
　さらに、社会基盤整備促進の取り組みとして、関係
団体と連携した、東九州自動車道や大隅縦貫道・国
道 504 号の整備、錦江湾横断交通ネットワーク、鹿
屋港の整備など、積極的な政策提言や要望活動を行っ
ていただいております。
　貴会議所におかれましては、今後とも地域の中核
的組織として本市はもとより、大隅全体の浮揚促進
のためにご支援・ご協力を賜りますようお願い申し
上げます。」と日頃の感謝と期待が寄せられました。
　　　　　 続いて、三村明夫日本

商工会議所会頭（代理：
情報化推進部長　小松靖
直氏）が、「昭和 22 年
の創立以来、常に地域の
リーダーとして商工業の
振興や地域の活性化に積
極果敢に取り組まれ、鹿
屋地域の発展に大きく貢

献されてこられました。これも偏に、歴代そして現
在の役員・議員・会員・青年部・女性会の皆様のご
尽力の賜物と存じ、深く敬意を表します。
　我が国は、民間主導による成長のステージに入っ
ております。経営者自らがリスクテイクしながら働
き方改革、ＩＴを活用した生産性向上など、新たな
投資や成長に挑戦していかなければなりません。
　是非とも、我々商工会議所が地域の強いリーダー
シップを発揮し、「成長する経済」の実現に向けて、
民間の挑戦を後押しし、明るい未来を切り拓いてま
いりましょう。」とエールが送られました。

　最後に岩崎芳太郎鹿児
島県商工会議所連合会会
長が、「県内１１ある商工
会議所の中で、この大隅
半島の置かれている環境、
逆風の中で地域密着で頑
張っておられることに、
個人的にもうれしく思い、
心から敬意を表し、さら

に一致団結して頑張ってもらい次世代に繋げていく
ことにエールを送りたい。」と激励されました。
　祝電披露の後、宮薗善隆副会頭が閉会の辞を述べ、
創立 70 周年記念式典は盛況裡に終了致しました。

鹿屋商工会議所創立70周年記念式典・祝賀会を盛大に開催
市内外より200名が参加し、創立70周年を祝う
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　本日ここに、『鹿屋商工会議所創立70周年記念式典』
を挙行するにあたり、一言ごあいさつを申し上げま
す。
　鹿屋商工会議所は、地域の皆様に支えられおかげ
様を持ちまして創立 70 周年の節目を迎え、このよう
に多数のご来賓のご臨席を仰ぎ『記念式典』を盛大
に開催できますことを誠に光栄に存じ、衷心より厚
くお礼申し上げます。戦後の社会情勢も定まらない
混乱期の昭和 22 年 10 月に、初代会頭の園田兼義氏
ら先覚者の熱意によって、鹿児島県で３番目、全国
で 219 番目の商工会議所として誕生致しました。
　爾来、長い歴史の中で諸先輩方は、それぞれの時
代において会議所を核に結束を強め、優れた先見性
とたゆまぬ努力を持って幾多の難局と試練に立ち向
かい、地域経済の発展と今日の社会の礎を築いてこ
られました。この 70 年の歩みは、先人諸賢の果敢な
挑戦の歴史であり、鹿屋市商工業発展の軌跡そのも
のであり、歴代の役員・議員・会員及び関係各位に
対しまして、ここに深く感謝申し上げる次第でござ
います。
　また、本式典において、永きに亘り商工会議所の
運営にご尽力賜りました 75 名の皆様を表彰させて戴
きますが、これらの方々に対しましても、その功績
を称え謹んで敬意と感謝の意を表したいと存じます。
　ここで、創立 60 周年以降の 10 年を振り返ります
時、リーマンショック、東日本大震災、福島原発事故、
熊本地震などのマイナスイメージの言葉が先に浮か
んでしまいますが、大隅地域の永年の悲願が達成さ
れた嬉しいニュースもございました。市街地再開発
事業によるリナシティかのやの完成、東九州自動車
道・大隅縦貫道の供用開始、鹿屋中央高校の甲子園
出場、鹿児島和牛日本一など、あり余る情熱を傾け
た多くの先人達の理念や想いと共に、その瞬間の感
情や感動が蘇って参ります。
　さて、我が国経済は、アベノミクスにより円高・
株高の経済環境が出現し、大企業を中心に企業収益
改善、賃金上昇の経済好循環が生まれ、デフレ脱却・

景気回復の糸口が見えて参りましたが、地方や中小
企業への波及効果不足や安全保障を含めた世界経済
の影響を受けて、総合的な景気上昇局面には至って
いないのが現状であり、企業の基礎体力を高めるた
めの構造改革・成長戦略の実行が必要と認識してお
ります。
　このような経済環境の下、商工会議所活動の原点で
ある中小・小規模事業者の経営支援においては、こ
れまでの『経営改善支援』の機能にとどまらず、企
業のライフステージに応じた経営課題の解決に向け、
経営分析・事業計画・需要開拓などの支援に踏み込
んだ『経営発達支援』の役割を求められており、中
小企業政策における商工会議所の立場は、益々重要
性が高まってきていると云えます。加えて、産業交
通基盤の拡充は、地方創生の取り組みを支え・加速
させるもので、将来を見越した快適で利便性の高い
生活や経営環境の実現は、活力ある地域づくりを担
う商工会議所の大きな使命であります。
　創立 70 周年にあたり、＜これまでの感謝を込めて、
これからも地域とともに…！＞のスローガンを掲げ
ましたが、これまで築き上げられた歴史を受け継ぎ
ながら、これからの商工会議所に求められる役割の
変化を十分に認識し、現下の重要課題の克服はもと
より、新たな時代繁栄をめざして「地域社会に貢献
する総合経済団体」として、会員企業の繁栄並びに
ふるさと鹿屋のために行動して参る所存ですので、
今後とも皆様方からの旧倍のご指導・ご鞭撻を賜り
ますようお願い申し上げます。
　終わりに鑑み、創立 70 周年記念式典にご臨席を賜
りました皆様方に、改めて厚くお礼申し上げますと
共に、益々のご健勝とご繁栄をご祈念申し上げまし
て式辞と致します。

式辞
鹿屋商工会議所会頭　坪水 徳郎

坪水醸造株式
会社

鹿屋市古前城町５－７
☎42－3177　FAX 42－ 0292
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◆特別功労者表彰
和田 貞則（第八代会頭 / 三和物産株式会社取締役会長）
立元 明光（（元）副会頭 /（元）株式会社桜デパート代表取締役）

◆永年勤続役員・議員表彰（30年以上）
田中 俊實　（株式会社ミズホ商会取締役会長）…31 年
秋元 耕一郎（秋元ガス株式会社代表取締役） …31 年

◆永年勤続議員事業所表彰（15年以上）
三州自動車 株式会社 株式会社 園田食品
株式会社 鹿児島銀行鹿屋支店 旭交通 株式会社
鹿児島信用金庫鹿屋支店 アクサ生命保険株式会社鹿屋営業所
株式会社 南日本銀行鹿屋支店 岩越自動車 株式会社
株式会社 宮崎銀行鹿屋支店 株式会社 鹿屋寿自動車学校
九州電力株式会社鹿児島営業センター鹿屋営業所 株式会社 九電工鹿屋営業所
株式会社 鈴屋 旭信興産 株式会社
株式会社 宮崎太陽銀行鹿屋支店 小鹿酒造 株式会社
鹿児島興業信用組合鹿屋支店 斉藤建設 株式会社
鹿児島相互信用金庫鹿屋支店 株式会社 さつき苑
豊明建設 株式会社 株式会社 岡本産業
株式会社 新生社印刷 株式会社 宇住庵設計
株式会社 綜合印刷 株式会社 園幸
大海酒造 株式会社 有限会社 小松
九州化工 株式会社 中島製菓 株式会社
 

◆永年勤続職員表彰
東　真一（37年）　岩元伸二（32年）　中川路哲郎（25 年）
郷原和徳（24年）　茅島健一（22年）　今村和隆　（21年）　　
野間口理（20年）

◆永年勤続役員・議員表彰（15年以上）
風呂井　敬（28 年） 上村　伸一（22 年）
坪水　徳郎（25 年） 村上　　潤（19 年）
宮薗　善隆（25 年） 鎌田隆次郎（19 年）
和田　輝明（25 年） 中原　浩一（19 年）
金沢　幸一（25 年） 黒松　正之（17 年）
伊東　　靖（25 年） 河本　正己（16 年）
山内　芳一（22 年） 西ノ原文男（15 年）
北山　　勉（22 年） 吉留　良一（15 年）
山下　幸一（22 年） 窪田　秀作（15 年）

◆創立会員表彰
秋元ガス 株式会社 株式会社 新生社印刷
株式会社 池之上商会 坪水醸造 株式会社
株式会社 伊東商会 西阪産業 株式会社
三州自動車 株式会社 パレット社
川井田呉服店 合資会社 ひご
株式会社 きたやま 株式会社 丸正電器商会
有限会社 きものと帯の前原 株式会社 村上澱粉 
久保醸造 合名会社 有限会社 山之内金物店

▲特別功労者表彰を受賞する立元明光氏 ▲�永年勤続役員・議員30年以上表彰者を代表して
　受賞する田中俊實氏

▲�永年勤続役員・議員 15年以上表彰者を代表して
　受賞する風呂井敬氏

▲�永年勤続議員事業所 15年以上表彰者を代表して
　受賞する三州自動車株式会社の森克俊氏

▲�創立会員表彰者を代表して受賞する
　パレット社の田中優二氏

▲永年勤続職員表彰者を代表して受賞する東真一氏

創立70周年記念表彰者（敬称略・順不同）
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　鹿屋商工会議所創立 70 周年記念式典終了後に、創立 70 周年を祝う祝賀会が市内外より約 200 名の参加のもと
開催され、地元食材を活用した料理やかのやカンパチをテーマとした余興を堪能しました。
　祝賀会では、オープニングのフルート・ヴァイオリンの演奏に続き、かのやオフィシャルサポーターの半田あか
りさんと鹿屋市漁業協同組合青年部の柿内誠さん、吉川敏治さんによる「アカバラカンパチ解体ショー」が行なわれ、
鮮やかな包丁捌きを披露しました。解体されたアカバラカンパチは、刺身にして来場者へ振る舞われました。
　続いて、鹿屋市役所ダンス部による「カンパチダンス」が披露され、キレッキレのダンスに参加者も大いに盛り
上がりました。

＜鹿屋商工会議所創立70周年記念祝賀会＞

▲来場者を迎える当所三役 ▲祝賀会のオープニングでの
　フルート演奏者…宮内美歩さん
　ヴァイオリン演奏者…佐藤志織さん
　二人による重奏で祝賀会来場者を　
　迎えました。

▼ �式典に引き続き行われた祝賀会
にも市内外より、約 200 名が
参加し、地元食材や余興を堪能
しました。

▼鹿屋市役所ダンス部と当所青年部
　�総勢 12 名による
　「カンパチダンス」の披露�

▼�かのやオフィシャルサポーター
の半田あかりさんと鹿屋市漁業
協同組合青年部の柿内誠さんと
吉川敏治さんの３名によるアカ
バラカンパチ解体ショー
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株式会社 さくら鹿屋市札元１丁目19-20
TEL：0994-41-0046

鹿屋市永小原町３５５８-3
TEL：0994-47-2855

年末・年始資金のご準備はお済みですか？

○経営改善貸付（マル経融資）
【無担保・無保証人融資】

運転資金 設備資金

融 資 額
２，０００万円

※  1,500 万円以上のご融資の場合、事業計画書
の提出が必要となります。

返済期間 ７年（据置期間１年以内） 10 年（据置期間２年以内）
融資利率 1.11％（平成 29 年 11 月 15 日現在）

対 象

・ 常時使用する従業員 20 人以下（商業・サービ
ス業は 5 人以下。ただし、宿泊業・娯楽業は
20 人以下）の法人・個人事業主

・ 商工会議所の経営指導員による指導を６ヶ月以
上受けており、商工会議所の地区内で最近１年
以上事業を行っている方

・納付すべき税金を完納している方
※ この他にも諸条件がありますので、詳細はお

問い合わせください。

○セーフティーネット貸付
※経営環境変化資金…売上が減少するなど業況が悪化している方

運転資金 設備資金
融 資 額 ４，８００万円
返済期間 ８年以内 １５年以内
融資利率 １．１６～２．４０％

○お申込の際に必要な書類
業種や資金の使いみち等により異なることがありますが、一般的
には次のとおりです。

個　　人 法　　人

必要書類

・借入申込書
・ 過去２期の確定申

告書及び決算書
・ 設備資金の場合に

は見積書
・納税証明書　　等

・借入申込書
・ 過去２期の確定申

告書及び決算書
・直近の試算表
　（３ヶ月以内のもの）
・登記簿謄本
・ 設備資金の場合に

は見積書
・納税証明書　　等

※ 必要に応じて、上記以外の書類をお願いする場合が
あります。

◎ お子様の教育資金を必要とする方向けの教育ローン
もお取り扱いしています。

【お問合せ先】㈱日本政策金融公庫鹿屋支店まで
　　　　　　　☎ 0994 － 42 － 5141

○中小企業振興資金
　通常の運転資金・設備資金にお使いいただけます。

運転資金 設備資金
融資額 ５，０００万円 ７，０００万円

返済期間 ７年以内 １５年以内

返済金利

基準金利
　１年以内　　　　　年 1.8%
　１年以上３年以内　 年 2.0%
　３年以上５年以内    年 2.2%
　５年以上７年以内    年 2.4% 又は変動金利
　７年以上 10 年以内　年 2.6% 又は変動金利
　10 年以上　　　　　変動金利

信用保証料率 年 0.29％～年 1.59％ 年 0.13％～年 1.58％
連帯保証人 保証機関の定めるところによる
担　　保 保証機関の定めるところによる

○緊急経営対策資金
　取引先の倒産等、最近の経済変動により経営に影響を受けたと
きにお使いいただけます。

運転資金 設備資金
融資額 ２，０００万円 ３，０００万円

返済期間 ７年以内 １０年以内

返済金利

基準金利
　１年以内　　　　　　年 1.8%
    １年以上３年以内　　年 1.95%
　 ３年以上５年以内    　年 2.05%
　５年以上７年以内    　年 2.25%
　７年以上１０年以内　年 2.45%

信用保証料率 年 0.13％～年 1.58％
連帯保証人 保証機関の定めるところによる
担　　保 保証機関の定めるところによる

◎取り扱い金融機関
◇全店取り扱い可能
鹿児島銀行、南日本銀行、鹿児島信用金庫、鹿児島相互信
用金庫、奄美大島信用金庫、鹿児島興業信用組合、鹿児島
県医師信用組合、奄美信用組合
◇県内営業店のみ取り扱い可能
宮崎銀行、宮崎太陽銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、
肥後銀行、熊本銀行、商工組合中央金庫
◇�中小企業振興資金の運転設備資金、融資期間１年以内に限る
みずほ銀行　鹿児島支店

【お問合せ先】
　鹿児島県商工労働水産部経営金融課金融係まで
　　代表 ☎０９９－２８６－２１１１　
　　直通 ☎０９９－２８６－２９４６

㈱日本政策金融公庫の融資制度のご案内 鹿児島県融資制度のご案内
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第39回鹿屋市秋まつり～歩行者天国～開催のご案内
【日　時】平成 29 年 11 月 26 日（日）
　　　　 10:00 ～ 21:00

【場　所】鹿屋市中央地区商店街

＜交通規制＞
　とおや前　～　リナシティ前 9:30 ～ 16:30
　文精堂前　～　ジョイフル前 9:30 ～ 22:00

　17:00 ～　第 6 回新酒まつり
　　　　　　〔北田大手町商店街（振）主催〕

　※ 当日は、混雑が予想されますので、公共交
通機関のご利用をお願い致します。

第39回鹿屋市秋まつり～歩行者天国～開催のご案内

鹿屋大隅地域の
　　　魅力を世界へ！
　　ルース・マリー・ジャーマン氏講演

【お問合せ先】歩行者天国連絡協議会事務局まで　TEL：0994-42-3135　FAX：0994-40-3015

ふれあい警察展
おおすみＡＣＴマルシェ
ＴＡＸフェア
高校フェスタ
本町ステージイベントなど

▲昨年の秋まつりの模様

主な催し物

▲情報発信の重要性を語るルース氏

　11 月８日（水）、テレビでは、ルーシー先生と
して知られる、ルース・マリー・ジャーマン氏を
講師に迎え、「国内外のグローバル層誘致に向けた
効果的な鹿屋大隅地域の魅力発信方法」（共催：株
式会社エーアイエー・鹿屋商工会議所）と題し、
インバウンド対応セミナーが当所にて開催されま
した。
　ルース氏は米国のハワイ州育ちであり、実際にハワイが観光都市として成長する過程を目の当たりにし
た自身の経験を交えつつ、ハワイと日本の共通点を挙げながら、わが国の観光客誘致活動に今後求められ
る事柄について講演。
　「グローバル化とは、国と国、どちらかが合わせるのではなく、それぞれが歩み寄るものなので、日本
の価値観を必ずしも変える必要はない。ただし、説明や発信は行う必要があり、それさえできれば、例え
ば商品の付加価値も理解してもらえる。また、言語が違っても気持ちで伝えることができるので、恐れる
必要はありません。」と説明。受講者は熱心な表情で、時にはルース氏のユーモアたっぷりの話に笑顔で
耳を傾けていました。
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老舗ホテル料理長の
こだわりをお届けします。
オードブル 慶弔料理 各種弁当

0120-938-1390120-938-139
ご予約・お問い合わせ専用ダイヤル ご予約・お問い合わせ専用ダイヤル受付時間／AM9:00〜PM9:00迄（年中無休）

フリー
ダイヤル

FAX 0994-42-5226 専用 FAX ご予問い合わせ専用ダイヤル受付時間／24時間対応

〒 893-0064　鹿児島県鹿屋市西原 1丁目 9番 10号

結納 節句 入学
卒業

行楽 法事 研修

　去る 10 月９日（月）、「第８回かのや産業フェスタ」―
未来 Create―が開催されました。これまで霧島ヶ丘公園で
開催されていた本イベントですが、会場をリナシティかの
やに移しての一日開催となりました。
　水辺ステージにおいて開会式が行われ、鹿屋商工会議所
青年部圓田健作会長が「関係者の皆様のご協力・ご支援が
あり、かのや産業フェスタ開催に至りました。この場を借
りて感謝申し上げます。鹿屋の特産品を集結した産業フェ
スタでモノに触れ、地域の産物を食し、大いにかのや産業
フェスタを盛り上げてください。」と挨拶されました。
　中西茂鹿屋市長、堀之内健郎大隅地域振興局長が挨拶を
行ったあと、テープカットが行われ、イベントがスタート
しました。
　当日は、リナシティかのやに 54 の事業所や団体が出店し、
自社の PR や自慢の商品の展示販売を行いました。水辺ス
テージでは、この日の為に練習を重ねてきた３つのキッズ
ダンスチームが、ダンスを披露しました。当日は、晴天に
恵まれ 11,212 人が来場。会場は大いに賑わいました。

青年部だより

『第８回かのや産業フェスタ』
－未来 Create － 開催 !

FROM　KANOYA　YOUNG　ENTREPRENEURS GROUP

P- 店グランプリ結果発表
・物販部門グランプリ 有限会社　井之上電器
・飲食部門グランプリ 株式会社　オキス
・メーカー部門グランプリ 株式会社　LIXIL
 
P- 店グランプリとは、商工業を営む上で重要な５つの“POINT”

「PR」　宣伝・広告、「Planning」企画・立案、　「Performance」表現・
手法、「Passion」情熱・思い、「Personality」個性・独自の 5 項目を
審査員と来場者に審査していただき、かのや産業フェスタ出店者で各部門
の NO.1 のブースを決めるグランプリです。

▲挨拶する圓田健作青年部会長

▲テープカットを行いかのや産業フェスタがスタート

出店者・関係団体の皆様へ 
　10 月９日（月）に開催致しました「第８回かのや産業フェスタ」は、事故等もなく無事、盛況裡に終
了することができました。これもひとえに関係者皆様方の多大なご協力とご理解によるものと鹿屋商工会
議所青年部一同、心より感謝申し上げます。
　今回、これまで開催してきた霧島ヶ丘公園よりリナシティかのやに会場を移し、１日のみの開催という
新たな取り組みでもあり、至らない点等あったと思いますが、今回の経験を活かし、更なるかのや産業フェ
スタの充実を図りたいと思いますので、今後とも、出店者、関係団体の皆様にはご指導、ご鞭撻のほどよ
ろしくお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かのやの絆イベント実行委員会委員長

鹿屋商工会議所青年部　会長　圓田健作

▲各部門グランプリ受賞者のみなさん
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簿記とは…     
　企業の経営活動を記録・計算・整理して、経営成績と財政状況を明らかにする技能です。
　企業の活動を適切、かつ正確に情報公開するとともに、経営能力を身につけるために、簿記は必須の知識です。 
○試験内容     

級 試験科目 試験時間 合格基準
２級 【商業簿記・工業簿記】　 120 分　 70 点以上

　高度な商業簿記・工業簿記（原価計算を含む）を習得し、財務諸表の数字から経営内容を把握できる。高校（商
業高校）において習得を期待するレベル。

３級 【商業簿記】　 120 分　 70 点以上
　基本的な商業簿記を習得し、経理関連書類の適切な処理や青色申告書類の作成など、初歩的な事務がある程度で
きる。中小企業や個人商店の経理事務に役立つ。
試験日     
　第 148 回　平成 30 年  ２月 25 日（日）    
　申込期間　平成 29 年 12 月 18 日（月）～平成 30 年１月 25 日（木）    
　受  験  料   ２級　4,630 円　　３級　2,800 円    
    

リテールマーケティング（販売士）検定
販売士とは…    
 　多様化・高度化した顧客のニーズを的確に捉え、豊富な商品知識や顧客に配慮した接 客技術を武器として、ニー
ズに合った商品を提供するとともに、商品開発や仕入、販売、物流などを効率的かつ効果的に行うことができる「販
売のプロ」のことです。     
     ○試験内容     

試験科目 級 試験時間 合格基準

・小売業の類型 
・マーチャンダイジング 
・ストアオペレーション 
・マーケティング 
・販売・経営管理

１級 200 分

平均 70 点以上 
かつ 

1 科目ごとの 
得点が 

50 点以上

　トップマネジメント全般に関する商品計画や商品予算の策定、
マーケティング政策の立案、人事・労務・財務管理といった知識
が身につきます。

２級 150 分
　売場の管理者クラスのレベルで、店舗管理に不可欠な従業員の
育成や指導、仕入や在庫の管理といった知識が身につきます。

３級 100 分
　売場の販売員のレベルで、販売員として最も重要な接客マナー
や販売技術といった接客業務に関する知識が身につきます。

　※条件を満たしていれば、各級一部試験を免除できます。     
     
試験日     
　第 81 回　平成 30 年  ２月 21 日（水）    
　申込期間　平成 29 年 12 月 18 日（月）～平成 30 年１月 25 日（木）    
　受  験  料　１級　7,710 円 ２級　5,660 円　　　３級　4,120 円

★申込方法
　「簿記検定」「リテールマーケティング（販売士）検定」いずれも鹿屋商工会議所の窓口に受験料を添え
て申込をする他に、インターネットからの申込も受け付けております。
　鹿屋商工会議所ホームページ：http://kanoya-cci.omega.ne.jp/   

日商簿記検定　～企業が求める資格、第1位 !! ～
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鹿屋市プレミアム商品券 1次販売終了！

『鹿屋市プレミアム商品券』２次販売のお知らせ

　地域内での消費喚起のため、鹿屋市プレミアム商品券の引換販売
が市内 4 ヶ所で、10 月 25 日（水）～ 31 日（火）まで行われました。
　販売会場となった鹿屋商工会議所では、初日の販売開始前から約
50 人が列を作り、商品券の販売スタートを待ちました。商品券の販
売は鹿屋商工会議所、串良公民館、鹿屋市輝北総合支所、吾平振興
会館の 4 箇所（鹿屋商工会議所以外は、27 日（金）までの販売）で
行われ、鹿屋商工会議所では平日に購入できない購入者の要望もあ
り、28 日（土）、29 日（日）の両日、販売を行いました。

　鹿屋市プレミアム商品券発行事業実行委員会では、１次販売においてプレミアム商品券を購入されていない
世帯を対象に２次販売を行うこととなりました。
なお、鹿屋市プレミアム商品券２次販売の日程及び販売条件等は以下の通りとなっております。
○販売金額　　 1 億円
○販売期間　　平成 29 年 11 月 27 日（月）～ 12 月 1 日（金）＜但し、売り切れ次第終了＞
○販売時間　　午前 10 時～午後５時〔11 月 27 日（月）・28 日（火）は午後７時まで販売〕
○販売場所　　鹿屋商工会議所（鹿屋市新川町 600 番地） 
○購入対象者　① 鹿屋市プレミアム商品券事前購入申込方式により、平成 29 年 10 月 25 日（水）～ 31 日（火）

の期間内に商品券を購入されていない世帯〔但し、お１人様５万円分かつ１世帯あたり 10
万円の購入上限に達していない場合は、限度額まで購入いただけます。〕

　　　　　　　②鹿屋市に住民登録がある鹿屋市民に限り販売します。
○販売方式　　先着順の販売となり、売り切れ次第終了致します。
○購入限度額　１人５冊（５万円）かつ１世帯あたり 10 冊（10 万円）まで購入可
 　　　＜１冊あたり 1,000 円× 11 枚綴りを 10,000 円で販売＞
○使用期限　　購入日～平成 30 年１月 14 日（日）

　～　商品券換金手続きのご案内　～
加盟店登録申請を行った商工会議所・商工会の事務局窓口へ「加盟店登録証」を提示し、「裏面に加盟店印
を押印した使用済み商品券」と「必要事項を記入した換金依頼書」を提出し換金を依頼してください。

～換金締切日のお知らせ～
平成29年11月22日（水）・12月8日（金）・12月20日（水）

平成30年1月12日（金）・1月29日（月）
換金時間　土・日祝日を除く　9時～16時まで

＜詳しくは加盟店説明会時にお配りした換金日程表でご確認下さい＞

商品券使用期限
平成30年１月14日（日）まで
換金手続最終締切
平成30年１月29日（月）
※ 平成30年1月30日（火）以降の換金手続きについて

は一切受付けられませんのでご注意ください。

加盟店の皆さんへ

【お問合せ先】� 鹿屋市プレミアム商品券発行事業実行委員会
 〔鹿屋商工会議所〕 TEL 0994-42-3250（専用番号）
 〔かのや市商工会〕 TEL 0994-63-3032 

▲商品券を購入する市民のみなさん
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経営力強化セミナー　消費税率引き上げに今から備える！

「補助金・助成金活用のポイント」のご案内
　今から約２年後の平成 31 年 10 月に消費税率は８％→ 10％に引き上げられ、
併せて軽減税率制度が導入される予定です。この制度の導入に伴い、事業所で様々
な対応が求められます。
　そこで、軽減税率とは何なのか？軽減税率導入に伴う国の支援補助、経営力を
高める「補助金・助成金」の使い方、申請書を作成する際の手順やポイントにつ
いて実例を交えながらお話しします。

【日　　時】　平成 29 年 12 月 19 日（火）14：00 ～ 16：00
【場　　所】　鹿屋商工会議所
【講　　師】　合同会社 PDCA デザイン　代表社員　櫃

ひつ

間
ま

　霞
かすみ

  氏（中小企業診断士）
【受　講　料】　無料
【定　　員】　40 名（定員になり次第締め切ります）
【申込方法】  同封のチラシに必要事項をご記入の上、FAX にてお申込みください。
【お問合せ先】 当所中小企業振興部振興課まで
　　　　　　（TEL:0994-42-3135 ／ FAX:0994-40-3015）
※詳しい内容につきましては、同封のチラシをご確認ください。

講師プロフィール
慶応義塾大学卒業後、マスコミ業
界やコンサルティング業界を経
て、平成 22 年に現在の会社を開
業。小規模企業から東証一部上場
企業まで 550 社の対面コンサル
ティング実績をもつ。

顧客満足のカギは経営計画にあり！

経営計画作成支援セミナーのご案内
～各種補助金申請をお考えの方等にオススメです～

　大都市圏や大手企業では景気回復が進む中、地方や中小企業・小規模事業者にとっては、未だ厳しい状況が続い
ています。
　中小企業・小規模事業者が事業を続けていくには、常に新たな事業を創造し、
計画的な経営を行っていくことが重要です。
　今回のセミナーでは、新事業への取組み事例を交え、経営計画や事業展開など
の考え方についてお伝えします。皆様のご参加をお待ちしています。

【日　　時】 平成 29 年 12 月８日（金）13：30 ～ 16：30
【場　　所】 鹿屋商工会議所
【講　　師】 ㈱エイチ・エーエル　コンサルタント
　　　　　 太田　敬治　氏（中小企業診断士）

【受　講　料】 無料
【定　　員】 40 名（定員になり次第締め切ります）
【申込方法】 同封のチラシに必要事項をご記入の上、FAX にてお申込みください。
【お問合せ先】 当所中小企業振興部振興課まで（TEL:0994-42-3135 ／ FAX:0994-40-3015）

※詳しい内容につきましては、同封のチラシをご確認ください。

講師プロフィール
昭和 43 年生まれ。長崎県出身。
経営コンサルタントとして、様々
な業種の経営計画作成を支援し、
国の施策に合わせた中小企業支援
を展開している。

受講生募集！

受講生募集！
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　　経営力向上計画作成支援セミナーのご案内
　　　　　～補助金は公募されてからでは間に合わない？今から始める稼ぐ力の強化～

　平成 28 年７月に施行された「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業・小規模事業者が「経営力向上計画」
を作成し国の認定を受けると、固定資産税の軽減措置や IT 補助金などの優遇措置を受けることができます。
　今回のセミナーでは、制度の概要や申請様式の記載方法、業種ごとの作成ポイ
ントなどについてお伝えします。皆様のご参加をお待ちしています。

【日　　時】 平成 30 年１月 12 日（金）13：30 ～ 16：30
【場　　所】 鹿屋商工会議所
【講　　師】 ㈱エイチ・エーエル　コンサルタント
　　　　　   西原　哲也　氏（中小企業診断士）

【受 講 料】 無料
【定　　員】 40 名（定員になり次第締め切ります）
【申込方法】 同封のチラシに必要事項をご記入の上、FAX にてお申込みください。
【お問合せ先】 当所中小企業振興部振興課まで
　　　　　　（TEL:0994-42-3135 ／ FAX:0994-40-3015）

※詳しい内容につきましては、同封のチラシをご確認ください。

講師プロフィール
昭和 53 年生まれ。京都府出身。
金融業界や不動産業界、法律業
界など様々な業界での経験を活か
し、経営コンサルタントへ転身。
現場に即した実践可能な支援を行
う。

受講生募集！

忙しいあなたに変わって記帳のお手伝い
記帳代行のご案内
～新規委託先募集中～

　商工会議所では、記帳指導の一環として「記帳代行」を行っております。
記帳代行とは、日々の記帳処理が困難な小規模事業者に対し、事務の合理化
を図るため、当所の会計ソフトで記帳事務を代行するものです。損益計算書・
貸借対照表を作成しますので、青色申告特別控除を適用することもできます。
また、記帳代行を通じて財務状況が把握でき、経営状態の分析にも役立ちます。

【記帳代行に関するお問合せ先】�
当所中小企業振興部振興課まで

TEL：0994-42-3135　FAX：0994-40-3015

記帳代行ってなにをすればいいの？？
　営業日報（売上・仕入・経費）を毎日記入していただき、
その日報を当所へご提出いただきます。それに基づき、当所
記帳指導担当職員が、帳簿（総勘定元帳）の作成を行います。
また、毎年度末の確定申告書・決算書作成の指導までをサポー
トいたします。（決算代行は別途手数料を戴きます。）
記帳代行の効果は？？
・経理事務の負担が軽減され、事業活動への集中が図れます。
・ 四半期ごとの売上、仕入れ、経費の支出状況を提示、経営

の状況が把握できます。
・決算、申告、年末調整に関わる事務が大幅に軽減されます。
・計算が複雑な減価償却費の計算も簡単にできます。
記帳代行の対象は？？
・当商工会議所の会員であり、かつ個人の小規模事業者（従
業員 20 名以下）の方
・現在、税理士の指導を受けていない方

・前年の青色申告特別控除前の所得が 400 万円以下の方
・青色申告者または青色申告希望者の方
記帳代行の手数料は？？
毎月 6,000 円（消費税別）
※ 確定申告書・決算書の作成については、所得規模に応じ

て手数料が異なりますので、別途お尋ねください。
▼決算代行業務も承っております。
　毎日帳簿（現金出納帳・経費帳・売掛帳・買掛帳等）を
記入されている方で、確定申告書・決算書作成の指導をご
希望の方についても、申込みを承っておりますので、お気
軽にお問い合わせ下さい。

(                       )
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「第８回まるごと “おおすみ ”アグリ・フード商談会」出展者募集のご案内
　当所では、本年度も鹿屋市及び大隅地域の安心安全な農畜水産物や食品・加工品等を広く全国の多くの方々
にアピールすること並びに出展者の更なる販路拡大・販売促進を支援する目的で、平成 30 年２月９日（金）に「第
８回まるごと “ おおすみ ” アグリ・フード商談会」を開催いたします。
　昨年度の「第７回まるごと “ おおすみ ” アグリ・フード商談会」では、出展者 42 社と関東や関西、福岡を
中心に県内外から招聘した 28 社 39 名のバイヤーとの間で活発な商談が行われ、140 件を超える成約・継続
商談が生まれました。
　８回目となる今回の商談会でも、関東や関西方面を中心に新規のバイヤーを複数加え、県内外から大手スー
パー、百貨店、食品商社、通信販売など様々なニーズを持った約 30 社のバイヤーを招聘予定であり、地元鹿
屋で開催される商談会です。
　是非この機会にご出展賜り、新たなビジネスチャンスをつかんでいた
だきたくご案内いたします。なお、商談会への出展が初めての方や経験
の浅い方でも事前に説明会を開催いたしますので安心してご参加くださ
い。
　皆様方の商談会へのご出展を心よりお待ちいたしております。

新入会員のご紹介　～　ご加入いただき、ありがとうございました！～
事業所名 代表者名 所在地 業種

障がい者支援センター eスペース 新小田　幸　代 鹿屋市新川町 617-2 障がい者福祉サービス
㈱綾福祉会 田　中　雄一郎 鹿屋市上野町 4790-1 生活介護・グループホーム
ジャムプロジェクト㈱ 重 田 安 夫 鹿屋市笠之原町 44-15-1 介護事業・タクシー事業
㈲おいもや 長　崎　あけみ 鹿屋市田崎町 2810-1 さつまいも加工販売業
丸吉 木 場 吉 幸 鹿屋市旭原町 2702-6 一般貨物運送
㈱ family�ties 泉　　 大 輔 鹿屋市札元 2-3708 障害者就労支援
㈱下村 下 村　　 守 鹿屋市南町 332-1 林業
郷原種畜場 郷 原 秋 盛 鹿屋市郷之原町 12726-2 畜産業
㈱郷原動物病院 郷 原 又 志 鹿屋市郷之原町 12538-2 動物病院

【敬称略・順不同】

開　催　概　要
開催日時：平成 30 年２月９日（金）　9:00 ～ 16:00
開催場所：鹿屋商工会議所　大ホールほか
内　　容：商談会方式（事前予約制個別商談・内覧会・フリー商談会）
　　　　　一般来場者の入場は行いません。関係者限定の商談会です。
出展対象：鹿屋市・大隅地域の食品関連事業者等
出展費用：　5,000 円／社（当所・大隅地域商工会会員の方）　
　　　　　10,000 円／社（上記以外の方）
募集締切：平成 29 年 12 月 20 日（水）
■出展ご希望の方は、下記までご連絡ください。追って事務局より出展
に関する書類をお送りいたします。

《お問合せ先》
　第８回まるごと “ おおすみ ” アグリ・フード商談会事務局
　　　　　　　　　　（鹿屋商工会議所　中小企業振興部内）
　　TEL 0994-42-3135 FAX 0994-40-3015

▲昨年度まるごと “おおすみ ”アグリ・フード商談会の様子

▲個別商談会の様子
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農業用諸機械

株式
会社

〒893-0009
本社　鹿児島県鹿屋市大手町12-1

TEL (0994)43-4178
FAX (0994)44-9371

鹿児島県行政書士会会員、福岡入国管理局届出済

行政書士 寺 岡 正 善
鹿屋市田崎町２８１５番地（セブンイレブン前）

遺産分割協議書作成・遺言作成・お墓の改葬手続
銀行口座解約手続・成年後見・任意後見契約

農地転用許可・各種許認可の申請
外国人の在留資格更新・変更申請
会社設立手続、定款・議事録作成

車庫証明・車の名義変更
離婚協議書、夫婦円満契約書など

※ 土日・祭日希望の方は、別途ご連絡下さい。

無料相談、随時受付中！
☎ ４５－５５３９

【お問合せ先】当所総務課　県火災共済係まで　TEL：0994-42-3135　FAX：0994-40-3015

＜安心保証＞
【負傷者が相手側】
　● 300 万円までの実費を支給
　●死亡臨時費用共済金　30 万円…一時金として
　●入院臨時費用　３万円…一時金として
　（通算３日以上の入通院）

【負傷者が契約者側】～被害者になっても安心補償～
　●死亡　　　300 万円
　●入院１日　4,500 円、通院　2,250 円（１人あたり）

【対物担保特約】
　●２万円以上の損害で一律３万円

□安い掛金…　普通車　1,000 円　　軽自動車　550 円（月々）
（年一括払いにすれば２ヶ月分さらにお安くなります。）

□まごころ共済とは…
　人身事故で加害者となった場合に、見舞
金費用や香典料など多額の自己負担が必要
になる場合があります。まごころ共済は、
任意保険等でカバーできないこれらの出費
を契約者にお支払致します。

交通事故負傷者数　月別 3,756 人〔鹿児島県〕
　　　　　　　　　　　　　　　（平成 29 年 7 月末統計：警視庁 HP より）

いつ起こるか分からない交通事故
備えは万全ですか？

小さな掛け金で大きな安心の ま ご こ ろ 共 済
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商工会議所LOBO（早期景気観測）　ー2017年 10月調査結果ー

業況DIは、ほぼ横ばい。先行きは慎重な見方残るも、緩やかな回復を見込む

ポイント
▶ 10 月の全産業合計の業況 DI は、▲ 16.0 と、前月から▲ 0.7 ポイントのほぼ横ばい。
電子部品、自動車、産業用機械関連の生産や、インバウンドを含む観光需要が引き続き堅調に推移した。他方、
公共工事の一服感を指摘する声が聞かれたほか、長雨などの天候不良による客足の減少、人手不足の影響拡大、
運送費・原材料費の上昇、消費者の低価格志向を指摘する声も多い。中小企業の景況感は総じて緩やかな回復
基調が続いているものの、そのマインドには依然として鈍さが見られ、足元でほぼ横ばいの動きとなっている。
▶ 先行きについては、先行き見通し DI が▲ 14.1（今月比＋ 1.9 ポイント）と改善を見込むものの、「悪化」か
ら「不変」への変化が主因であり、実体はほぼ横ばい。
輸出や設備投資の堅調な推移や株高進行による個人消費の持ち直し、インバウンドを含めた観光需要拡大など
への期待感がうかがえる。他方、人件費の上昇や受注機会の損失など人手不足の影響の深刻化、運送費・原材
料費の上昇などを懸念する声も多く、中小企業においては先行きへの慎重な見方が残っている。

【ブロック別概況・九州】
○全産業の業況DI は、前月と比べ悪化。産業別にみると、サービス業で悪化、小売業でほぼ横ばい、その他の3業種（建
設、製造、卸売）で改善した。
各業種から寄せられたコメントは以下のとおり。
〇「民間工事の発注が多く、売上げは改善。だが、建材価格
の上昇や、技術者の不足等の経営課題は多く、先行きの不透
明感は拭えない」（一般工事業）、「建設業の民間工事受注が堅
調で、売上は改善。幹線道路沿線では、インバウンド需要獲
得を目指し、ホテル建設など不動産活用の動きがあり、今後
の需要増が期待できる」（建設資材等卸売業）、「前年の九州ふっ
こう割の反動で売上が悪化したことに加え、人手不足や最低
賃金改定に伴う人件費上昇で採算も悪化した」（宿泊業）
〇業況の先行き見通しDI は、全産業では今月と比べ改善の
見込み。産業別にみると、サービス業で改善、建設業で悪化、
その他の3業種で横ばいの見込み。

従業員DI

売上 DI

採算 DI 業況 DI

資金繰りDI

仕入単価DI
（下落－上昇）

●調査期間：2017年 10月 16日～20日　 ●調査対象：全国の422商工会議所が、3,861企業にヒアリング
● �DI値とは：業況・売上・採算などの各項目についての判断の情況を表す。ゼロを基準として、プラスの値で景
気の上向き傾向を表す回答の割合が多いことを示し、マイナスの値で景気の下向きの傾向を表す回答の割合が
多いことを示す。
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相談会場　南九州税理士会・鹿屋支部の会員事業所
　　　　　相談を希望される税理士事務所に電話予約をして下さい。

税理士には、職務上知り得た秘密を守る義務（守秘義務）が
課されていますので、安心してご相談下さい。

税理士はあなたの暮らしのパートナー
南九州税理士会 ・ 鹿屋支部

鹿屋商工会議所セミナー報告
9.28

10.4

11.10

10.28

事業計画の策定に繋がる！
経営分析セミナー

会社の経理に役立つ
わかりやすい簿記講座

夢を現実に！
創業スクール修了！

地元の専門家と一緒に作る！
中期アクションプラン作成講座

▲講師のアドバイスをもとに経営分析を行う受講生

▲貸借対照表や損益計算書など簿記の基礎を教える林氏

▲未来の経営者を目指す参加者

▲今後の情勢を踏まえアクションプランを作る受講生

　9 月 28 日（木）㈱エイチ・エーエルの西原哲也氏を講師
に迎え、経営分析セミナーが開催されました。
　セミナーでは、「企業における経営分析は、健康診断のよ
うなものであり、より健全な経営を行うためには定期的に
経営分析を行うことで、企業リスクを回避できる。」と説明。
参加者からは、「実際の事例を挙げた説明は、非常にわかり
やすかった」などの声もあり、熱心に聴講していました。

　10 月 4 日（水）より 3 日間にわたり、会社の経理に役
立つ分かりやすい簿記講座が開催されました。
　受講生は、簿記の意味や経理の役割などの全体像の説明
から元帳への転記や決算時の処理など実務で必要な経理処
理を学びました。
　講師を務めた㈱エーアイエー林英俊氏は、「なるべく専門
用語・法律用語等難しい言葉を使わずに、理解しやすい言
葉で教えたい。」と具体例を挙げて説明され、受講生からは、
非常にわかりやすかったと好評でした。

　10 月 10 日（火）より開講した鹿屋・大隅地域創業スクー
ルが 11 月 10 日（金）全 8 回の研修課程を修了しました。
　最終日には、閉講式が行われ、創業を目指す 24 名に修
了証が授与されました。参加者からは「これまで漫然と事
業を行いたいと思っていたが、しっかりとした心構えがな
いと事業を継続していけないと思いました。開業前に手続
きや資金繰り等、様々なことを学ぶことができ有意義でし
た。」との感想と共に、今後の開業に夢を膨らませていまし
た。

　合同会社グローカルサポート代表社員の川野義美氏を講
師に迎え、中期アクションプラン作成講座が開催されまし
た。めまぐるしく変化する経営環境のもと、事業計画を作
成し、自社が進むべき方向はどのようなものか。本講座を
通じて、方向性を定め、鹿児島県の経営革新の承認取得を
目的とした本講座に 9 名が参加されました。参加者は「こ
れまで、自社の経営についてあまり真剣に考えることがな
かったが、経営を見直す良い機会となった。今後、経営革
新承認の取得を目指したい。」との意気込みを語りました。
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本  社 鹿屋市札元2丁目3808－6
TEL 0994-43-3094 FAX 0994-43-7172

支  店 志布志市志布志町志布志2丁目16番21号
TEL 099-471-1328 FAX 099-471-1329

「『いい人』と『思いやり』の
　　　　　　　　ビジネス考」

　インターネット通販の台頭などにより昔ながらの
小売業の多くは苦戦を強いられていますが、そんな
環境の中でも売り上げを伸ばしている企業はいくつ
もあります。有名な事例ですが、東京都町田市に本
拠を置く「でんかのヤマグチ」は、もともと地域に
よくあるメーカー系列の小規模な家電販売店でし
た。20 年ほど前、地域のベッドタウン化に伴って
周辺に大型の家電量販店が６店舗も進出したため売
り上げが激減しました。その際、生き残りを懸けて
とった戦略が、顧客の数を絞り、常連客向けに徹底
的な「ご用聞きスタイル」を導入することでした。
電話１本の依頼で顧客を訪問し、切れた電球の取り
替えや換気扇の掃除など電器に関わることはもちろ
ん、場合によっては買い物やごみ出しの手伝いまで
無料で引き受けます。もちろん手間が掛かって販売
コストは上昇しますが、こうしたサービスを依頼す
る顧客は電気製品が必要になったときは必ず買って
くれますし、値引きも要求しません。販売店と顧客
の間に強い絆が生まれています。高齢者が増えるに
したがって同社の売り上げは着実に伸び、20 年間
連続して成長を続けています。
　私の地元である和歌山県田辺市に「株式会社高垣
工務店」という地元密着の小さな工務店があります。
こちらも徹底した地元の顧客密着で、相談から受注、
施工、引き渡し、メンテナンスといったそれぞれの
フェーズで社員を挙げて「家を買うという顧客の人
生の大イベント」を共に盛り上げます。８年前に先
代の社長が病気で倒れ、会社が危機を迎えたことも
ありましたが、残された若い社員が力を合わせて踏
みとどまりました。顧客ファーストで、まるで学園
祭のように顧客と一緒に人生の一こまに密着するス
タイルで売り上げを伸ばし、８年間で３倍以上に成
長しました。この会社の社是が「あっとうてきにい
い人たれ！」なのです。売り上げやビジネスのやり
方ではなく社員の生き方そのものを会社の方針とし
ています。
　こうした売り方・考え方は、ともすれば「古い」

とか「競争はそんなに甘いものではない」と言われ
ます。私は必ずしもそうは考えません。人口が増え
ている市場環境で新しい顧客がどんどん増えていれ
ば、ライバルを出し抜いて新規顧客をつかむことは
とても有効な手段でした。いわば「狩猟型」が成功
しました。ところが現在や今後のように市場が縮小
傾向にある環境においては、既にいる顧客を失わな
いように大切にし、売上単価を上げるという「農耕
型」のビジネスが有効です。農耕型で既存顧客を確
保し、顧客満足度をさらに高めて単価を上げつつ新
規の顧客も増やすのはむしろ新しい戦略と言えま
す。また、ソーシャルメディアの普及によって、満
足した顧客の情報がインターネットを通じて顧客同
士であっという間に拡散します。これがまた新しい
顧客を呼び寄せるのです。高い満足を生む「いい人」
や「思いやり」といった考え方は、市場環境が厳し
くなった現代にこそ成長を予感させる戦略の一つで
す。

日経ＢＰ総研マーケティング戦略研究所
　上席研究員

渡辺　和博

◇渡辺　和博／わたなべ・かずひろ
 　 日 経 Ｂ Ｐ 社　 総 研 マ ー ケ
ティング戦略研究所上席研究
員。1986 年、 筑 波 大 学 大 学
院理工学修士課程修了。同年、
日本経済新聞社入社。日経パ
ソコン、日経ビジネス、日経
トレンディなどＩＴ分野、経
営分野、コンシューマ分野の専門誌編集部を経
て現職。全国各地の商工会議所などで地域振興
や特産品開発のための講演・コンサルを実施。
消費者起点のものづくりをテーマに地域発の
ヒット商品育成を支援している。
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鹿屋商工会議所会報への
広告チラシ同封サービスを活用してみませんか？

１、 会報発行部数／発送先
 発行部数：約1,600部
 発 送 先 ：当所会員事業所、関係機関など
 
２、 会報発行日
 奇数月（１，３，５，７，９，11月）の15日発行
 ※ 発行日は、前後する場合がありますのでご了承下さい。
 
３. 広告チラシ同封サービス手数料
 サイズ 手数料（税別）
 A4以下 24,000円
 A3・B4    　   36,000円
 ※ A3・B4はA4サイズに収まるように折込むこと。

４、 申込方法
 ・ 申込書に必要事項をご記入の上、同封する広告チラ

シのサンプルを添えて、同封日の７日前までにお申
込み下さい。

５、 申込・納品締切日
 ・締切日：会報発行日（奇数月15日）の７日前まで

【お申込み・お問合せ】
当所中小企業振興部振興課まで

（TEL 0994-42-3135 / FAX 0994-40-3015）

≪鹿児島県の最低賃金≫ 必ずチェック　最低賃金！　使用者も労働者も
★地域別最低賃金

★特定最低賃金（産業別最低賃金）

鹿児島県最低賃金
時間額 効力発生日 適用範囲

737 円
（平成29年9月30日

までは715円）

平成29年
10月1日

　鹿児島県下のすべての労働者に適用されます。
　ただし、下表記載の産業に該当する場合は、各産業別最低賃
金が適用されます。

産業名 時間額 効力発生日 適用範囲

電子部品・デバイス・
電子回路、電気機械器
具、情報通信機械器具
製造業（医療用計測器製
造業を除く、ただし心電計
製造業は含む）

745 円 平成29年
1月8日

次に掲げる者を除く（ただし、鹿児島県最低賃金は適用されます）。
① 18 歳未満又は 65 歳以上の者
②雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの
③次に掲げる業務に主として従事する者
　イ　清掃又は片付けの業務
　ロ 　手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて 

行う組線、巻線、かしめ、取付け、バリ取り、かえり取り、
鋳ばり取り、刻印又は選別の業務（これらの業務のうち 
流れ作業の中で行う業務を除く。）

　ハ 　手作業による包装、袋詰め、箱詰め、材料の送給又は取
りそろえの業務

自動車（新車）
小 　 売  　業 780 円 平成28年

12月21日
次に掲げる者を除く（ただし、鹿児島県最低賃金は適用されます）。
① 18 歳未満又は 65 歳以上の者
②雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの
③清掃又は片付けの業務に主として従事する者

百貨店，総合スーパー
737 円

（平成29年9月30日
までは715円）

【注釈】
百貨店，総合スーパーの最低賃金額 693 円は、鹿児島県最低賃金額 737 円を下回っ
たため、平成 29 年 10 月１日から鹿児島県最低賃金額 737 円以上の支払いが必要で
す。

● 最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用され、使用者は労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支
払わなければなりません。

● 特定最低賃金（産業別最低賃金）は、県内の特定の産業の労働者と使用者に適用されます。　地域別と産業別の両方の最低賃
金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

●最低賃金には、次の賃金は算入されません。
　①臨時に支払われる賃金（結婚手当など）　　　　　②一月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）
　③時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金　　　　④精皆勤手当、通勤手当、家族手当

鹿児島労働局・労働基準監督署
http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp 最低賃金テレフォンサービス℡ 099-223-8881

鹿児島労働局賃金室  （電話） 099-223-8278
鹿児島労働基準監督署 （電話） 099-214-9175
鹿屋労働基準監督署  （電話） 0994-43-3385

川内労働基準監督署  （電話） 0996-22-3225
加治木労働基準監督署 （電話） 0995-63-2035
名瀬労働基準監督署 （電話） 0997-52-0574

≪最低賃金に関するお問い合わせ先≫

　当所会報（奇数月の 15 日発行）に、貴事業所の商品・サービス等の広告チラシを同封し、会員事業所・関係機
関など 1,600 件余にお届けする当所会員限定のサービスです。
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